
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面と下面の各々に 溝が形成された を配置す
るための 壁用パネル構成材であって、
　略平坦な主面と、 主面から外方向に延びており前記 を支持するとともに排水用
開口を有している棚状の支持面と、該支持面の外縁から下方向と上方向に延びているガイ
ドレール壁とを備え
　

　

　上下に隣接する対のパネルが前記 を収納する通路を形成し、
当該上のパネルの前記下方向に延びているガイドレール

壁が当該 の上面に形成された溝に嵌入するとともに、当該下のパネルの前記上方向
に延びているガイドレール壁が当該 の下面に形成された溝が嵌入して、当該
を挟み込む構造であ こ
とを特徴とする 壁用パネル構成材。
【請求項２】
　請求項 において、
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る複数のパネルと、
前記レンガ壁用パネル構成材の最上部に配置され、略平坦な主面と、該主面の上端から

外方向に延びている突出壁と、該突出壁の外縁から下方向に延びている裾壁とを備える最
上部パネルと、を少なくとも含み、

建築物に接合する前に、前記複数のパネルを一列に連結し、かつ該複数のパネルの最上
部に前記最上部パネルを連結して当該レンガ壁用パネル構成材を成形し、

レンガ 前記最上部パネルの
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レンガ
レンガ レンガ

り、かつ当該レンガの裏面が前記主面に当接しないように保持する
レンガ

１



　 前記主面と前記支持面との間に、前記主面から外方向に延びてい
る狭棚と、該狭棚の外縁から下方向に延び前記主面に平行なスペーサ壁とを備え
　

ことを特徴とする 壁用パネル構成材。
【請求項３】
　請求項 において、
　前記排水用開口の内側縁は、前記スペーサ壁と前記支持面との間に形成される角部に隣
接していることを特徴とする 壁用パネル構成材。
【請求項４】
　上面と下面の各々に 溝が形成された を配置す
るための 壁用パネル構成材であって、
　

１つの主面が２つの支持面の間に位置するよう 複数の略
平坦な主面 主面から外方向に延びており前記 を支持するとともに排水用開口
を有している複数の棚状の支持面と、各支持面の外縁から下方向と上方向に延びているガ
イドレール壁とを 備え、
　前記下方向に延びている ガイドレール壁が前記 の上面に形成された溝に
嵌入するとともに、前記上方向に延びているガイドレール壁が前記 の下面に形成さ
れた溝が嵌入して、当該 を挟み込む構造であ

ことを特徴とする 壁用パネル構成材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は建築物の壁用パネル構成材に関し、特に を壁に使用する場合の耐震建築
に好適な 壁用パネル構成材に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の壁用パネル構造材として、一連の表面 を保持するように構成されている金
属レールを組み込んだ耐震ブリック・レールシステムが開発されている。その金属レール
は細長い金属板からなり、その一方の長辺側縁部は金属板の一方の主面から９０度屈曲さ
れ、さらに下方向に９０度屈曲されて、裾部を有する狭棚を形成している。
【０００３】
　上述の金属レールは、各端部が建築物の各垂直柱にそれぞれ釘止めされるようになって
いる。そして、一側縁に沿って上面に溝を有する表面 が、前記金属レールの裾部に
溝を嵌入するようにして配置される。その後、同様にして一連の表面 が前記金属レ
ールの棚に配置されるようになっている。
【０００４】
　また、一連の金属レールを並べて互いに連結し、一連の水平延長レールを形成すること
によって広範囲にレンガを敷き詰めることができ、建築物の側面を表面 によって形
成することが可能である。そして、各表面 の隣接する側面の間にモルタルを埋め込
むことによってその位置を固定するようになっている。
【０００５】
　このように、従来の各表面 は、それぞれの金属レールに配置され支持されている
ので、地震の際に表面 にねじり力が加わっても、金属レールが補強材の役目を果た
すことができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の壁用パネル構造材である耐震ブリック・レールシステムにおいて
は、レンガ自体やモルタルを介して吸収された水分が各金属レールに残留水分として溜ま
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り、金属レールの腐食および表面 の損傷を引き起こすという問題があった。特に、
より寒冷な地域においては残留水分が凍結し、これにより表面 が破壊することがあ
った。
【０００７】
　また、金属レールの腐食のような化学的侵食は重大な損傷につながり、構造的安定性を
損なうことになる。
【０００８】
　さらに、従来の壁用パネル構造材の問題は、一連の金属レールを互いに連結するために
要する作業量にある。これは、金属レールによって表面 を配置する通路に、前記表
面 の溝に挿入するための裾部と、その表面 の反対側を支持する棚とを形成す
るため、隣接する金属レールを正確に位置合わせしなければならないからである。
【０００９】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、地震やその他の構造的
に危害を及ぼす力に対する耐性を有する建築物壁を得ることができるとともに、壁の建造
に要する作業時間を短縮し、しかもレンガ等の壁の裏側に生じる結露によるレンガやモル
タルの損傷を低減することができる 壁用パネル構成材を提供することを目的として
いる。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明によると、上面（２６）と下面（２７）の各々に 溝（
２５，２５）が形成された （２４）を配置するための 壁用パネル構
成材（１０）であって、略平坦な主面（１５）と、 主面から外方向に延びており前記

を支持するとともに排水用開口（排水孔２１）を有している棚状の支持面（広棚２０
）と、該支持面の外縁から下方向と上方向に延びているガイドレール壁（２２，２２）と
を備え

上
下に隣接する対のパネルが前記 を収納する通路を形成し、

当該上のパネルの前記下方向に延びているガイドレール壁が
当該 の上面に形成された溝に嵌入するとともに、当該下のパネルの前記上方向に延
びているガイドレール壁が当該 の下面に形成された溝が嵌入して、当該 を挟
み込む構造であ ことを
特徴とする 壁用パネル構成材を提供する。これによれば、ガイドレール壁が
の上面と下面の溝に嵌入して の落下，剥離を完全に防ぐ構造となっている為、耐震
性に優れ長期間の強度を保持できる壁を形成でき

【００１１】
　ここで 前記主面（１５）と前記支持面（広棚２０）との
間に、前記主面から外方向に延びている狭棚（１７）と、該狭棚の外縁から下方向に延び
前記主面に平行なスペーサ壁（１９）とを備え

とよい。

【００１２】
　また前記排水用開口（排水孔２１）の内側縁は、前記スペーサ壁（１９）と前記支持面
（広棚２０）との間に形成される角部に隣接しているとよい。これによれば、終端位置に
かけて排水孔２１が形成されていることで、毛細管現象により奥に吸い込まれる水分がパ
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壁の外縁から下方向に延びている裾壁（３５）とを備える最上部パネル（３０）と、を少
なくとも含み、建築物に接合する前に、前記複数のパネルを一列に連結し、かつ該複数の
パネルの最上部に前記最上部パネルを連結して当該レンガ壁用パネル構成材を成形し、
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、しかも結露が生じるのを防いでレンガ

壁用パネル構成材の腐食を低減することができると共に、凍結あるいは蒸発による水分の
膨張や収縮を緩和してレンガの損傷を低減することができる。

前記複数のパネル（１１）は、

、一のパネルの上側縁部（１２）が他のパ
ネルの狭棚の下面に当接するように、一のパネルを他のパネルのスペーサ壁の背後に配置
することによって、前記複数のパネルを互いに連結する これによれば、建築構造
体に接合するための略平坦な表面を特別に設けることなく溶接部を設けることができる。



ネル１１に沿って排出しやすくなる。
【００１３】
　本発明の他の観点によると、上面（２６）と下面（２７）の各々に

溝（２５，２５）が形成された （２４）を配置するための 壁
用パネル構成材（１０）であって、

１つの
主面（１５）が２つの支持面（広棚２０）の間に位置するよう 複数の略平坦な主面

主面から外方向に延びており前記 を支持するとともに排水用開口（排水孔２１）
を有している複数の棚状の支持面と、各支持面の外縁から下方向と上方向に延びているガ
イドレール壁（２２，２２）とを 備え、前記下方向に延びている ガイ
ドレール壁が前記 の上面に形成された溝に嵌入するとともに、前記上方向に延びて
いるガイドレール壁が前記 の下面に形成された溝が嵌入して、当該 を挟み込
む構造であ ことを特徴とす
る 壁用パネル構成材を提供する。これによれば、ガイドレール壁が の上面と
下面の溝に嵌入して の落下，剥離を完全に防ぐ構造となっている為、耐震性に優れ
長期間の強度を保持できる壁を形成でき

【００１４】
　前記支持面は各平坦な主面の下側から外方向に延びているとよい。
【００１５】
　各主面の上辺および下辺の少なくとも一方は支持面に隣接しているとよい。
【００１６】
　前記支持面は棚状であるとよい。
【００１７】
　前記排水用開口は前記支持面に位置するとよい。
【００１８】
　他の実施形態によると、前記排水用開口は支持面から離れたパネルの他の部分に位置す
る。
【００１９】
　前記支持面は各パネルの下側に棚を備えるとよい。
【００２０】
　なお、便宜上、 壁用パネル構成材は主に水平配置して使用する場合について述べ
られ、その長辺が上側縁部および下側縁部となっている。
【００２１】
　各棚は主面に対して略直角に延びているとよい。
【００２２】
　各棚は支持すべき の幅より狭くなるようにすることが好ましい。
【００２３】
　各パネルまたは 壁用パネル構成材は、前記主面と前記支持面との間にスペーサ部
を有してもよい。
【００２４】
　前記スペーサ部はスペーサ壁によって前記支持面から離間した狭棚を備えてもよい。
【００２５】
　前記スペーサ壁は、 が隣接して当接するようになっている当接面を有するとよい
。
【００２６】
　前記スペーサ壁は、前記主面に対して略並行であるとよい。
【００２７】
　前記スペーサ壁は、前記主面に対して横方向にずれていてもよい。
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【００２８】
　前記狭棚は が前記主面に当接することを防ぐことができる。
【００２９】
　前記下側縁はモルタル面を含み、そこにモルタルを埋め込むことにより、隣接する

を相互接続するようになっているとよい。
【００３０】
　前記モルタル面は前記支持面から下方向に延びているとよい。
【００３１】
　前記モルタル面は前記支持面の外縁から下方向に延びていてもよい。
【００３２】
　前記排水用開口はそれぞれ前記支持面および前記スペーサ壁との間の角部に隣接してい
ることが好ましい。
【００３３】
　前記排水用開口は丸孔または長孔でもよい。
【００３４】
　前記モルタル面は支持面に対して略直角に延びてもよい。
【００３５】
　前記モルタル面の下縁部は、 の上面と下面の溝に嵌入するようになっていてもよ
い。
【００３６】
　前記主面の前記上側縁部はスペーサ壁の裏面に当接して連結されることが好ましい。
【００３７】
　隣接するパネルは溶接、圧着、金属用接着剤およびクリンチによって互いに連結される
ことが好ましい。
【００３８】
　前記パネル構成材は複数の同様なパネルを備えることが好ましい。
【００３９】
　他の実施形態によると、パネル構成材は少なくとも１つの、他のパネルとは異なる構成
のパネルを含む。
【００４０】
　パネル構成材は、３つの同様なパネルを備えることが好ましい。
【００４１】
　なお、「備える、有する、含む」という語は包括的な意味に解釈されるべきものであり
、付加的特徴も付け加えることができることを意味する。
【００４２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る 壁用パネル構成材１０の実施形態の一例を図面を用いて説明
する。
【００４３】
　図２に示すように、本実施形態の 壁用パネル構成材１０は一連のパネル１１によ
り構成され、建築物支持構造体に取り付ける前に、通常、溶接あるいは圧着により互いに
連結される。
【００４４】
　図３は、 壁用パネル構成材１０を形成する一連のパネルの一部である１つのパネ
ル１１を示している。各パネル１１は略長方形の金属板により構成されており、材質は防
錆亜鉛メッキおよびジンカリウム（ＢＨＰ社登録商標Ａ５１３９７）により耐蝕性が高め
られている。図２において、前記パネル１１は、建築物の２つの垂直量梁間を接続するよ
うに水平に配置されるようになっている。
【００４５】
　また、パネル１１は、上側縁部１２、下側縁部１３および右端縁部１４を有している。
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そして、パネル１１は、上側縁部１２から第１屈曲部１６に延びる主面１５を有し、前記
第１屈曲部１６は主面１５に対して８０度角斜めに外方向へ延び、狭棚１７を形成してい
る。この狭棚１７は、その外縁１８から直角に下方向に延び、主面１５に平行な平面のス
ペーサ壁１９を形成している。このスペーサ面１９ａの垂直長さは主面１５の長さの４分
の１前後である。
【００４６】
　スペーサ面１９ａの下端は、ほぼ直角に外方向に延出し、広棚２０を形成している。広
棚２０には一連の丸孔状または長孔状の排水用開口として排水孔２１が設けられており、
その内側縁はスペーサ面１９と広棚２０との間に形成される角部とともに終端している。
このように終端位置にかけて排水孔２１が形成されていることで、毛細管現象により奥へ
吸い込まれる水分がパネル１１に沿って排出しやすくなる。また、広棚２０の外縁は、直
角に下方向の部分と上方向の部分に延びており、ガイドレール壁２２を形成している。
【００４７】
　図２に示すように、上側縁部１２が狭棚１６の下面に当接するように、１つのパネルの
上側縁部１２を他のパネルのスペーサ壁１９の背後に配置することによって、一連のパネ
ル１１を互いに連結している。そして、図３に示すように、溶接部（接着部）２３を設け
て主面１５の当接面とスペーサ壁１９の背面とを互いに接続する。
【００４８】
　また、図２に示すように、予備成形された 壁用パネル構成材１０には、２個以上
のパネルを形成することが可能であり、前記 壁用パネル構成材１０は各端部を建築
物の各垂直柱に固定することによって前記建築物に接合するようになっている。そして、
各 ２４の上面２６、下面２７に形成した溝２５をガイドレール壁２２の下側縁部１
３に摺動自在に嵌入させることにより、前記各 ２４を 壁用パネル構成材１０
の各広棚２０に配置するようになっている。
【００４９】
　このようにして上下に隣接する対のパネル１１は、一連の ２４を収納する通路を
形成する。パネル１１はすでに互いに連結されているため、さらに釘、リベット、その他
の手段によって連結する必要はない。
【００５０】
　全ての ２４をそれぞれの通路に配置すると、一連の並列 ２４，２４となり
、隣接する並列 ２４，２４間にモルタル２７を埋め込むことにより各 ２４，
２４が互いに連結される。
【００５１】
　また、建築物支持構造に固定する前にパネル１１を互いに連結して 壁用パネル構
成材１０を形成することによって、従来技術のような個々のパネル１１をそれぞれ位置合
わせをして連結することを必要とせずに、より大型の全面パネルができるため、労力、時
間、費用を著しく削減することができる。
【００５２】
　狭棚１７およびスペーサ壁１９は、 ２４の裏面２８が、それを支持しているパネ
ルの主面１５に当接するのを防ぐようになっている。これによって主面１５の表面に生じ
る結露が ２４の裏面２８と常に接触状態になることを防止するという利点がある。
【００５３】
　さらに、主面１５上の水分は、狭棚１７に沿ってスペーサ壁１９を伝わり、排水孔２１
を介して排水するようになっている。これによりパネル１１上に結露が生じるのを防ぐた
め、かび類の問題のみならず、腐食問題をも低減する。しかも、凍結あるいは蒸発による
水分の膨張や収縮を緩和するため、 ２４の損傷が軽減することになる。
【００５４】
　スペーサ壁１９および狭棚１７は隣接されるパネル１１の当接をも可能にするため、隣
接パネル１１を重ね合わせることにより、建築物構造体に接合するための略平坦な表面を
特別に設けることなく溶接部２３を設けることができる。
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【００５５】
　一方、図５には、異なる型のパネル３０が示されており、 壁用パネル構成材１０
の最上部パネル３０の役割として使用される。この最上部パネル３０は、略平坦な主面３
１を有し、その上縁３２は９０度の角度で外方向に屈曲し突出壁３３を形成しており、そ
の最外側３４において９０度の角度で下方向に屈曲して裾壁３５を形成している。そして
、この最上部パネル３０の主面３１の背面と、前述した 壁用パネル構成材１０のパ
ネル１１の主面が当接するようにして合わせてクリンチや金属用接着剤等により連結する
ようになっている。この場合、最上部パネル３０の下端部がパネル１１の狭棚１７上に配
置されるようにしてもよい。
【００５６】
　また、最上部パネル３０は、建築物の側壁を仕上げる最上部の 壁用パネル構成材
１０に付け足す別個のパネルとして使用することもできる。このパネル３０の下端は、釘
、リベット、その他の適当な手段によって 壁用パネル構成材１０の上側縁部１２に
連結され、その上端の構成によって裾壁３５を ２４の溝２５に配置することができ
る。
【００５７】
　代わりに、パネル３０と１つ以上のパネル１１とを結合した 壁用パネル構成材１
０を作成し、建築物構造体の最上部パネルとして使用するように特別設計された 壁
用パネル構成材１０を形成することもできる。
【００５８】
　図６に、建築物構造体の最下部パネルとして使用する代替パネル４０を示す。
【００５９】
　最下部パネル４０は主面４１により構成され、その下端において直角に屈曲し、図３に
関して説明したものと同様にその内側縁に沿って一連の丸孔または排水長孔４２を有する
水平壁４３を形成している。
【００６０】
　最下部パネル４０は、その上端において 壁用パネル構成材１０の最下部と連結す
ることが可能であり、あるいは、特に建築物の最下部 壁用パネル構成材１０として
使用するパネル構造の一部としてもよい。 壁用パネル構成材１０の最下部と連結す
る場合、他のパネル１１と同様に、最下部パネル４０の上端面が 壁用パネル構成材
１０の狭棚１７の底面に当接するようにして配置され、最下部パネル４０の主面４１がス
ペース壁１９の背面側に当接され連結されるようになっている。
【００６１】
　主面４１および水平壁４３とによって、上記のような型のパネルを利用して作成する壁
の下部に配置される ２４を支持するようになっている。
【００６２】
　つぎに、本発明に係る 壁用パネル構成材１０の他の実施形態について説明する。
【００６３】
　他の実施形態によれば、前述した複数のパネル１１，３０，４０を互いに連結して

壁用パネル構成材１０を形成する構成に代えて、一連の桟あるい棚として支持面をパネ
ルに付加した１つのパネルで 壁用パネル構成材１０を形成してもよい。あるいは、
パネルを一定の間隔でプレスして折り曲げ、一連の支持面を形成することにより、パネル
および棚を１つの板として形成してもよい。
【００６４】
　つぎに、図１で示した 壁用パネル構成材１０に取り付ける ２４について、

２４は、粘土３０～３５％。石質パウダーおよび石質ペレットが６５～７０％の素
焼きであり、モルタル２７が石質系パウダーおよび石質系ペレットが６５～７０％混合さ
れていることから、極めて互いに成分比が類似しているので相性が良く、長期に渡って接
着力を高められるのである。したがって、 ２４とモルタル２７が一体化されること
と、図３に示すガイトレール壁２２のＡとＡ’、ＢとＢ’が ２４の上面２６と、下
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面２７の各々の溝２５に嵌入して図２，図７に示す様に、 ２４の中心部分を挟み込
む形の構造となっている為、耐震性に優れ長期間の強度を保持できる壁を形成できる。
【００６５】
　したがって、前述した本実施形態におけるパネルおよび 壁用パネル構成材１０に
よれば、地震やその他の構造的に危害を及ぼす力に対して優れた耐性を有する建築物を作
ることができると同時に、その壁の建造に要する作業時間を短縮することができる。また
、レンガ壁の裏に溜まる結露によって生じる損傷の影響も抑える。かび類やこけの形成も
抑制できるので、 ２４やモルタル２７の損傷を低減することができる。
【００６６】
　なお、各パネルが排水孔２１が形成された後に建築物構造体に接合される場合、排水孔
２１も位置合わせするように隣接のパネルを一列に並べることは重要な問題である。何ら
かの手違いがあった場合には、全ての構成部品を取り外して再び位置合わせする必要があ
る。 壁用パネル構成材１０として一連のパネルを予備成形することにより、位置合
わせの問題は事実上解消される。
【００６７】
　ここにいかなる公開従来技術を引用しようとも、その引用により公開内容が当該技術の
一般的常識の一部であると認めているわけではない、ということはオーストラリアおよび
諸外国において理解されている。
【００６８】
　なお、本発明の本実施形態の各構成は前述したものに限るものではなく、適宜変更する
ことができる。
【００６９】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、地震やその他の構造的に危害を及ぼす力に対する
耐性を有する建築物壁を得ることができるとともに、壁の建造に要する作業時間を短縮し
、しかもレンガ等の壁の裏側に生じる結露によるレンガやモルタルの損傷を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る 壁用パネル構成材に供する （ブリック）の立面図と
側面図
【図２】　本発明に係る 壁用パネル構成材の実施形態により形成された建築物の壁
を示す斜視図
【図３】　本実施形態におけるパネルを示す斜視図
【図４】　図２に示すパネルの側面図
【図５】　本発明の他の実施形態による 壁用パネル構成材の最上部パネルを示す側
面図
【図６】　本発明のさらなる実施形態による 壁用パネル構成材の最下部パネルを示
す側面図
【図７】　図２をレンガとパネルの組合せ、挟め込みを実施形態により形成された斜壁図
【符号の説明】
１０　 壁用パネル構成材
１１　パネル
１２　上側縁部
１３　下側縁部
１４　右端縁部
１５　主面
１６　第１屈曲部
１７　狭棚
１８　外縁
１９　スペーサ壁
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２０　広棚
２１　排水孔
２２　ガイドレール壁
２３　溶接部（接着部）
２４　
２５　溝
２６　 上面
２７　 下面
２８　 の裏面
２９　モルタル
３０　パネル
３１　主面
３２　突出壁屈曲部
３３　突出壁
３４　最外端
３５　裾壁（ガイドレール壁）
４０　最下部パネル
４１　主面
４２　排水長孔
４３　水平壁
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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